
市第 107 号議案 説明資料 

 

「横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に 

関する条例」の一部改正について 
 

１ 趣旨 

  横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例（平成 16 年 3 月横浜市条例第 2
号、以下「条例」）は、平成 16 年の制定以来、平成 23 年 11 月末現在で 73 件の企業立地を認定し、

市内における雇用や市内発注の増大など多くの実績を上げてきましたが、平成 24 年 3 月 31 日を  
もって適用期間が終了します。 

一方で、人口減少社会の到来によって市内人口の減少や経済活動の縮小が懸念される中、福祉や

子育て等の市民サービスを確実に提供し続けていくためには、市内中小企業の成長発展を後押しす

るとともに、企業の立地を促すことで法人関係の市税を安定的に確保し、本市の財政基盤を強化し

ていくことが必要です。 
  そこで、引き続き企業立地を推進することを目的として、条例の適用期間を延長するとともに、

支援対象や助成率等の見直しによりメリハリのある支援内容へと変更する一部改正を行います。 
 

２ 改正の内容 

（１）固定資産取得型への支援（自社ビル、研究所、工場の建設等） 
 
 ア 事務所の助成率の見直し【第 8 条第 1 項及び別表第 3・4】 

   本社機能の集積促進を図るため、事務所の助成率を変更します。 
 

事業所の種類 現行条例 改正案 

本社機能  10%（＋2 ﾎﾟｲﾝﾄ） 
事務所 

本社機能以外 
 8% 

  6%（－2 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

研究所 10% 

工場  8% 
変更なし 

 

 イ 工場における対象要件の追加【第 2 条第 9・11 号及び別表第 2】 

大企業は対象要件を追加し、その要件に合致した事業に対して支援を行います。 
 

企業規模 改正案（追加要件） 

中小企業 追加要件なし（従来どおり） 

大企業 

① 市内既存企業の対象要件 
・重点産業分野（※）の事業に供する工場の施設・設備 
・その他の分野は土地取得を伴うもの 

② 償却資産の対象要件 
機械及び装置は、取得価格が１点１千万円以上に限る 

 
（※）重点産業分野：環境・エネルギー、医療・健康、ＩＴ 

 

ウ 多国籍企業者への特例の新設 【第 2 条第 5・10・11 号、第 8 条第 1・2 項及び別表第 4・6】 

   成長著しいアジア地域等の統括機能を有する多国籍企業者（※）の集積を図り、アジア等の経

済成長を取り込むとともに、横浜の都市としてのブランド価値向上を図ります。 

 



経済・港湾委員会資料

平成 24 年 2 月 17 日

経 済 局

 

 

 

（※）多国籍企業者【第 2 条第 5 号】 

① 日本以外に２か国以上で事業展開を行う日本企業で、地域統括機能を有する者 

② 本店所在地以外に２か国以上で事業活動を行う外国企業が設立した日本法人で、地域統括

機能を有する者 

 

項目 改正案（新設） 

対象の立地 【第2条第10号】 事務所（本社機能）又は研究所の設置 ※市内初進出に限定 

特例の内容 
【第2条第11号、第8条】 

○助成率：10% → 15%（＋5 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

○助成上限額：20 億円（土地 10 億円、家屋・償却資産 10 億円） 

→ 30 億円（土地 10 億円、家屋・償却資産 20 億円） 

○経済産業省のアジア拠点化推進補助金等との併給可 
 
 

 

 ＜固定資産取得型への支援・まとめ＞ 
 

現行条例 改正案 

助成率 事業所の種類 税 

軽減 

助成率 

（助成上限額）

税 

軽減 （助成上限額） 多国籍企業者特例 

投資額 10 億円以上（中小企業 1 億円以上）  

 全ての事業所 ○ ― ○ ―  

投資額 50 億円以上（中小企業 10 億円以上）  

事務所（本社） ○ ○ 10%（20 億円） + 5 ﾎﾟｲﾝﾄ（+ 10 億円）

事務所（本社以外） ○ ○ 6%（20 億円） ― 

工場 ○ 

 8%（20 億円）

○ 8%（20 億円） ― 
 

研究所 ○ 10%（20 億円） ○ 10%（20 億円） + 5 ﾎﾟｲﾝﾄ（+ 10 億円）

 

 

（２）テナント型への支援（賃貸業務ビルへの移転等）【第 8 条第 2 項及び別表第 7、第 13 条】 

本市ビジネス地区の 10%を超える空室率に加え、競合する東京都心部では平成 23 年から 25

年にかけて 80 万坪を越えるオフィス床の大量供給が予定されており、テナント誘致は一層厳し

さが増す状況が想定されることから、支援内容を拡充することでインセンティブを高めます。 
 

項目 現行条例 改正案 

助成金額の割合【第8条】 法人市民税（法人税割額）の 

1／2 相当額を助成 

法人市民税（法人税割額）の 

全額相当額を助成 

上限額・期間【第8条】 上限 1 億円／年（3 年間） 変更なし 

 多国籍企業者への特例 
― 

助成期間：3 年間 

→ 4 年間（＋1 年間） 

事業継続義務【第13条】 10 年間 7 年間（－3 年間） 

 



 

（３）市民雇用の増や市内企業の事業機会の拡大への支援【第 8 条の 2・3 及び別表第 8】 

条例の目的のひとつである市民雇用の増と市内企業の事業機会のより一層の拡大を図るため、

企業の取組実績に応じて助成金を上乗せする仕組みを新設します。 
 

項目 改正案（新設） 

要件 事業開始時と比較して 3 年後の市民雇用者（常用）が 10%以上増加 市民雇用 
【第8条の2】 支援内容 増加数に応じた助成金（上限 5 千万円） 

 
増加数 助成額 増加数 助成額 

1～9 人 500,000 円 90～99 人 45,000,000 円

10～19 人 5,000,000 円

…

100 人以上 50,000,000 円
 

※ 20 人以上は 10 人増につき 5,000,000 円ずつ加算 
 

要件 土地を除く建設及び設備に係る投資額のうち、市内企業への発注 

額が半分以上かつ 10 億円以上（中小企業は 1 億円以上） 

市内発注 
【第8条の3】 

支援内容 投下資本額（土地を除く）の 1%の助成金 

 

（４）運用上の見直し 

ア 承継【第 5 条】 

現行条例では、承継（認定事業の全部を引継ぐこと）は被承継企業が届け出る規定となってい

ますが、事前に内容把握することを条例上明確化するため、事前の承認を要件とします。 

 

イ 認定の取消し【第 6 条】 

現行条例では、事業開始後に助成金の交付決定を取消す規定はあるものの、撤退による事業継

続義務違反などによる認定取消しの要件を定めていないため、事業開始後の事由で認定の取消し

ができる規定を追加します。 

 

ウ 助成金上限額の特例（固定資産取得型のみ）【附則】 

 平成 16 年の条例制定以来８年が経過し、グローバル経済の急速な進展などによって拠点の再

編・集約や新事業展開の動きが高まっていることを捉え、助成金上限額の特例（第１期は１企業

１地域 50 億円、第２期は１企業１地域 20 億円）を廃止し、市内での更なる投資を促進します。 

 

（５）適用期間【附則】 

   企業立地等事業計画の認定を申請した者について適用する期間を定めます。 
 

現行条例 改正案 

平成21年4月1日～平成24年3月31日（3年） 平成24年4月1日～平成27年3月31日（3年）

 

３ 施行期日 

  平成 24 年 4 月 1 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜臨海部地域 （18） 
 
□ 日産自動車【横浜工場 1 期】 
□ ＪＶＣｹﾝｳｯﾄﾞ 
□ 日亜化学工業 
□ JX 日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ 
□ 旭硝子 
□ 東京瓦斯 
□ 日産自動車【横浜工場 2 期】 
□ 日本通運 
□ 安田倉庫 
□ 日産自動車【横浜工場 3 期】 
□ 三菱ﾚｲﾖﾝ（工場） 
□ 三菱ﾚｲﾖﾝ(研究所) 
□ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ造船 
□ 日産自動車【横浜工場４期】 
□ 太陽油脂 
■ 岩井の胡麻油 
■ ﾏﾙｱｷﾌｰｽﾞ 
■ さくら鍍金 

臨海南部工業地域 （12） 
 
□ 三菱重工業［１期］ 
□ ﾆｭｰﾌﾚｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 
□ 東芝 
□ 東洋電機製造 
□ 三菱重工業［２期］ 
□ ｱｲｴｲﾁｱｲﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 
□ IHI 
■ 三波工業 
■ ｺﾛﾅ工業［1 期］ 
■ ﾛｰﾏﾝ工業 
■ 景泉機器 
■ ｺﾛﾅ工業［2 期］ 

内
 

陸北部工業地域 （6） 

□ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 
□ 京ｾﾗｴﾙｺ 
■ ｻﾝｹｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
■ 第一ｶｰﾎﾞﾝ 
■ 大川原化工機 
■ ﾌﾟﾗﾒｯｸｽ 

新横浜都心地域 （9）
 

□ 小野測器 
□ 中央労働金庫 
□ 横浜信用金庫 
□ 野村不動産(賃貸ﾋﾞﾙ) 
■ ﾚｰｻﾞｰﾃｯｸ 
■ ｲﾘｿ電子工業 
■ 個人事業者（賃貸ﾋﾞﾙ）
◎ ﾄﾗﾝｽﾄﾛﾝ 
◎ 富士通ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

港
 

北ﾆｭｰﾀｳﾝ地域 （5） 

□ 野村総合研究所 
□ ﾎﾞｯｼｭ 
□ ﾋﾛｾ電機 
□ 富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ 
□ 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

内
 

陸南部工業地域 （6） 

□ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ［1 期］ 
□ ｱｲﾈｯﾄ 
□ ﾀﾂﾉ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 
□ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ［2 期］ 
□ 日立製作所 
■ 横浜ﾘﾃﾗ 

［凡例］自社ビル・研究所・工場等（□大企業、■中小企業） 
テナント（◎） 

横浜駅周辺地域 （4） 
 
□ 京急開発（賃貸ﾋﾞﾙ） 
□ 三菱倉庫(賃貸ﾋﾞﾙ) 
□ 野村総合研究所 
□ 臨海ｾﾐﾅｰ 

関内周辺地域 （1） 
 
■ MINTH JAPAN 

みなとみらい 21 地域 （12） 
 
□ 日産自動車（本社） 
□ 富士ｾﾞﾛｯｸｽ 
□ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人 

（賃貸ﾋﾞﾙ） 
□ ｵｰﾃﾞｨｰｹｰ特定目的会社 
    （賃貸ﾋﾞﾙ） 
■ ｼﾝｸﾛﾝ 
◎ 郵船ｸﾙｰｽﾞ 
◎ ﾚﾉﾎﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 
◎ ｵﾘｯｸｽ･ﾚﾝﾃｯｸ 
◎ 富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報ｼｽﾃﾑ 
◎ ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ 
◎ 丸星 
◎ 富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

【参考】特定地域別の認定実績（73 件、平成 23 年 11 月末現在） 

 

 





 



① アクセスの良さ
② 従業員の通勤
② 人材確保のしやすさ
④ 行政のサポート
④ 東京との近接性

～参考：前回の結果～
（件）
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企業立地促進条例企業立地促進条例 認定認定企業企業へのヒアリング調査結果へのヒアリング調査結果のの概要概要

１．横浜への投資１．横浜への投資 （移転）（移転） を検討する際にを検討する際に特に特に重視したこと重視したこと （（３つまで３つまで選択）選択）

【【固定資産取得型固定資産取得型 （（5454件）件）】】

【【テナント型テナント型 （（88件）件）】】

※ 今回は、前回の 「行政のサポート」という選択肢を 「市の立地助成金・税軽減」という選択肢に変更
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＜ヒアリング実施の目的＞＜ヒアリング実施の目的＞

今回実施したヒアリングは、前回（平成23年1月）の調査項目を基本としたものですが、質問項目や選択肢が曖昧

だったものを質問の意図が明確になるよう下記のとおり変更して実施しました。

① 質問内容を明確化するため、「行政のサポート」という選択肢を、「市の立地助成金・税軽減」と変更しました。

② 立地の形態に合った質問とするため、新たに横浜に進出した企業に対しては「移転の意思決定」、 既存の

市内企業に対しては「投資の意思決定」という観点で質問を行いました。

③ 「市民雇用、市内企業の実績に応じた支援額の上乗せ」に関する質問について、前回は「支援額の『増減』

に対する評価を問う聞き方で、基礎的な支援額も減少する可能性があるとの誤解を与えたため、今回は「支

援額の『上乗せ』」に限定して質問しました。

＜実施概要＞＜実施概要＞

○対象企業：62件 ［前回：54件］ ※事業開始済の企業が対象 ○実施時期：平成24年1月中旬～2月上旬

① コストの低さ（ｵﾌｨｽ等）
② 東京との近接性
② アクセスの良さ
② 手頃なスペース
② 関連企業等の集積

※ 行政のサポート

3
2
2
2
2

0

～参考：前回の結果～
（件）

＜結果概要＞＜結果概要＞

○前回調査から設問を変更したものの結果を掲載



条例の支援がある
ので横浜を選んだ
（主たる移転理由

が条例の支援）15%

意思決定に
大きく寄与した

29%

条例の支援があるので
候補地のひとつとして

横浜をいれた
（移転理由のひとつ） 31%

意思決定に
一定程度寄与した

55%

条例の支援は
関係なく横浜を選んだ

50%

意思決定には
寄与しなかった

16%

無
回
答
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回

前回

２．横浜市の助成金・税軽減が投資２．横浜市の助成金・税軽減が投資 （移転）（移転） の決定にどの程度寄与したかの決定にどの程度寄与したか

88割以上の企業が割以上の企業が 「意思決定に大きく寄与」「意思決定に大きく寄与」 「意思決定に一定程度寄与」「意思決定に一定程度寄与」 と回答と回答

前回は「市外からの立地」を前提に質問したため、「既存市内企業の投資」に与えた影響がとらえられなかった。

→ 今回は、「投資や移転の意思決定への関与」という観点での聞き方で質問したところ、条例が寄与したと

回答した企業が前回の46％から今回は84％に増加。

３３．市民雇用、市内発注の実績に応じて支援額が上乗せされる制度に魅力はあるか．市民雇用、市内発注の実績に応じて支援額が上乗せされる制度に魅力はあるか

参考資料2

はい 33%

はい 70%

いいえ  54%

いいえ 30%

無回答
 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回

今回

前回は「支援額が増減する制度は魅力的か」という質問であり、この制度を評価した企業は33％。

→ 今回は、実績に応じて支援額が上乗せされる制度に関する質問であり、70％の企業がこの制度を評価。


